
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
一
号

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
規
則

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
第
六
号
、
第
二
十

二
条
の
五
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
第
六
号
の
教
員
研
修
計
画
に
定
め
る
事
項
）

第
一
条
　
教
育
公
務
員
特
例
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
研
修
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
公
立
の
小
学
校
等
（
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
校
長
及
び
教
員
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
校
長
及
び
教
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
研
修
実
施
者
（
法
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
研
修
実
施
者
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
校
長
及
び
教
員
の
研
修
に
協
力
す
る
大
学
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

二
　
研
修
の
効
率
的
な
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

三
　
研
修
の
効
果
を
検
証
す
る
た
め
の
方
途
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
研
修
実
施
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
法
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
記
録
の
作
成
）

第
二
条
　
法
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
研
修
等
に
関
す
る
記
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
）

第
三
条
　
法
第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
研
修
に
協
力
す
る
大
学
そ
の
他
の
当
該
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
係
す
る
大
学
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
研
修
に
協
力
す
る
大
学

二
　
任
命
権
者
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
定
め
る
市
町
村
教
育
委
員
会
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、

当
該
大
学
を
卒
業
し
た
も
の
の
数
が
当
該
任
命
権
者
が
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
大
学

（
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
）

第
四
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
「
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職

勤
務
上
限
年
齢
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
が
申
出
（
当
該
申
出
に
当
た
っ
て
は
、
所
長
及
び
所
長
が
指
定
す
る
職
員
で
構
成
す
る
会
議
の
議
を
経
る
も
の
と
す
る
。
第
十
条
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
延
長
の
期
間
等
）

第
五
条
　
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
異
動
期
間
」
と
い
う
。
）
を
延
長
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

延
長
の
期
間
は
、
所
長
が
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
更
に
延
長
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
延
長
の
期
間
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
延
長
の
期
間
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動
期

間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
更
に
延
長

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
延
長
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
退
職
日
）

第
六
条
　
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
は
、
所
長
が
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
）

第
七
条
　
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
以
下
「
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
」
と
い
う
。
）
は
、
所
長
が
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
勤
務
延
長
の
期
限
等
）

第
八
条
　
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
期
限
は
、
所
長
が
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
読
替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
二
項
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
所
長
及
び
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
選
考
）

第
九
条
　
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
準
用
教
育
公
務
員
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
は
、
文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第

二
百
五
十
一
号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
評
議
員
会
（
次
条
に
お
い
て
「
評
議
員
会
」
と
い
う
。
）
が
推
薦
を
し
た
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
準
用
教
育
公
務
員
特
例
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
用
及
び
昇
任
の
た
め
の
選
考
は
、
所
長
が
推
薦

を
し
た
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
所
長
の
任
期
）

第
十
条
　
準
用
教
育
公
務
員
特
例
法
第
七
条
に
規
定
す
る
任
期
は
、
所
長
が
申
出
（
当
該
申
出
に
当
た
っ
て
は
、
評
議
員
会
の
議
を
経
る
も
の
と
す
る
。
）
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
公
務
員
特
例
法
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
長
等
の
選
考
の
手
続
及
び
任
期
等
を
定
め
る
手
続
に
関
す
る
省
令
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
第
五
号
の
教

員
研
修
計
画
に
定
め
る
事
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
廃
止
す
る
。

一
　
教
育
公
務
員
特
例
法
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
長
等
の
選
考
の
手
続
及
び
任
期
等
を
定
め
る
手
続
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
文
部
省
令
第
三
十
一
号
。
次
条
に
お
い
て

「
選
考
等
手
続
省
令
」
と
い
う
。
）

二
　
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
第
五
号
の
教
員
研
修
計
画
に
定
め
る
事
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）

（
選
考
等
手
続
省
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
選
考
等
手
続
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
選
考
等
手
続
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
は
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な
す
。

旧
選
考
等
手
続
省
令
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦

第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦

旧
選
考
等
手
続
省
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

旧
選
考
等
手
続
省
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

旧
選
考
等
手
続
省
令
第
五
条
第
一
項
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出

附
則
第
六
条
（
附
則
第
七
条
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
令
和
三
年

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出

旧
選
考
等
手
続
省
令
第
五
条
第
一
項
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出

附
則
第
七
条
（
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る

附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

旧
選
考
等
手
続
省
令
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
出

附
則
第
七
条
（
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
三
項
（
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

（
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
採
用
、
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
に
係
る
特
例
）

第
四
条
　
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
任
命
権
者
が
定
め
る
年
の
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
就
け
る
べ
き
官
職
（
国

家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
指
定
職
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
の
官
職
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
に
、
基
準
日

の
前
日
ま
で
に
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
同
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項

（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
及
び
基
準
日
前
か
ら
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
四
条

の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
に
達
し
て
い
る
者
を
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
就
け
る
べ
き
官
職
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
限
る
。
）
又
は
基
準
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め

る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
が
同
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
官
職
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤

務
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
同
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
う
ち
基
準

日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
又
は
当
該
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
当

該
任
命
権
者
が
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
　
任
命
権
者
は
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
就
け
る
べ
き
官
職
又
は
基
準
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
が
同
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ

に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
読

替
え
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
又
は
当
該
国
家
公

務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
当
該
任
命
権
者
が
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
で
あ
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降

任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
任
期
は
、
所
長
が
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
前
条
の
規
定
は
、
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
、
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
任
期
並
び
に
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家

公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
三
項
（
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
　
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
任
命
権
者
が
定
め
る
年
の
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
就
け
る
べ
き
官
職
に
、
令
和
三
年

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
に
達
し
て
い
る
者
を
、
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則

第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
者
は
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
就
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け
る
べ
き
官
職
又
は
基
準
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す

る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法
定
年

を
超
え
る
官
職
及
び
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
読
替
え
後
の
令
和
三
年
国
家
公
務
員

法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
又
は
当
該
国
家
公
務
員
法
定
年
引

上
げ
官
職
に
係
る
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
で
あ

る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
は
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
定
年
又
は
当
該
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
若

し
く
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
令
和
三
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
四
日
文
部
科
学
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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